
水道局からのお知らせ

１月の寒波の影響による水道料金の減免措置を行います

問い合わせ 厳 原 町：対馬市水道局　　　　　　　　☎0920（52）0943

美津島町：美津島行政サービスセンター　☎0920（54）2271

豊 玉 町：中対馬振興部住民生活課　　　☎0920（58）1111

峰　　町：峰行政サービスセンター　　　☎0920（83）0301

上 県 町：上県行政サービスセンター　　☎0920（84）2311

上対馬町：上対馬振興部住民生活課　　　☎0920（86）3112

　1月の寒波による漏水被害を受けられた方について、下記のとおり水道料金の減免措置をおこなって

います。まだお済みでない方は、お住まいの各地区の問い合わせ先までご連絡ください。

○対 象 者　寒波による漏水の修理をされた方で、2月および3月検針で1月分水道料金より多額と

　　　　　　なった水道料金の水道料金お知らせ票（検針票）または水道料金納入通知書が届いた方

○減免措置　平成27年度1月分水道料金と同一とします。

○減免措置に必要な内容

　　　　　　水道契約名義、給水先住所、修理した日及び修理業者名

　　　　　　※ご連絡される際は、水栓番号のわかるものをご用意ください。

　　　　　　【水道料金お知らせ票（検針票）、水道使用料納入通知書兼領収証書等】

選挙管理委員会からのお知らせ

対馬市長選挙　新人の比田勝 尚喜氏が当選

問い合わせ 選挙管理委員会　☎0920（53）6111
　

　任期満了（3月27日）に伴う対馬市長選挙が2月21

日に告示され、届出順に小宮教義氏（無所属・新人・

厳原町久田道）、比田勝尚喜氏（無所属・新人・厳原町

南室）、松村良幸氏（無所属・元職・美津島町大船越）

の3名が立候補。一週間の選挙戦が展開されました。

　2月28日の投票日には、午前7時から市内124ヶ所

の投票所で一斉に投票が行われ、午後8時50分からシ

ャインドームみね（峰町三根）で即日開票されました。

　その結果、新人の比田勝尚喜氏が10,478票を獲得

し当選。今後4年間の市政を担うことになりました。

計女男区　　　　分
対馬市長選挙　投票結果

26,65213,72612,926当 日 有 権 者 数
21,22310,89410,329　投 　 票 　 者 　 数
16,3828,4967,886　投票所での投票者数
4,3962,1532,243　期 日 前 投 票 者 数
445245200　不 在 者 投 票 者 数

5,4292,8322,597　棄 　 権 　 者 　 数
79.6379.3779.91投　　　票　　　率

4,048

21,016有 効 投 票 数

対馬市長選挙　開票結果

10,478

6,490

当　選

小　宮　のりよし

ひたかつ　尚　喜

まつむら　良　幸

207無 効 投 票 数

21,223投 票 総 数

単位：人、％単位：票
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新政策推進課からのお知らせ

◎新規雇用人件費加算（補助率1/3、上限１人25万円、総額100万円）
　上記の事業で、新規に常勤の雇用をした場合、申請年度内に支払った給与額に応じ補助金額を加算し
ます。（地域経済循環創造事業は除く）
注）新規ビジネス応援事業のUIターン者の要件については、問い合わせ先にお尋ねください。
注）6次産業化推進事業及び農商工連携支援事業の、年間補助上限額は100万円です。

創業や新たな取り組みを支援します

　対馬市では、市内における地域資源の更なる活用と雇用の増加を目指して、創業を希望している方や
新たな分野への取り組みをされる方を支援するため「対馬市創業等支援事業補助金」を交付しています。
　この補助金を活用して、創業等を希望される方は下記によりお申し込みください。

○補助金の内容

地域資源を活用した事業で金融
機関から補助金額と同額以上の
融資があり、かつ新規の雇用が
ある事業

市内に事業所等を有し、又
は設けようとする法人・団
体・個人等

上限2,500万
円
※補助金の2
倍以上の融資
がある場合上
限4,000万円

補助率2/3
上限100万円
※UIターン者
については上
限200万円

補助率2/3
上限50万円

補助率2/3
上限50万円

補助率1/2
上限100万円

補助率2/3
上限100万円

市内に住所を有する農林漁
業者・法人・農林漁業者等
が組織する団体

市内に事業所を有し、又は
設けようとする次の法人・
団体・個人等【商工業者・
農協・漁協・森林組合・商
工会・農林水産加工業者・
対馬観光物産協会】

市内に住所を有し次の①と
②両方に該当する者
①農業を営む者
②農家民泊、または農家レ
ストランを営んでいる者

地域資源の活用や地域課題の解
決、又は対馬ならではの技術の
継承や新商品の開発などのため
に、新規のビジネスを立ち上げ
る事業

対馬どぶろく特区を活用し、自
ら生産した米を原料としたどぶ
ろくを製造、商品化する事業

農林漁業者
が、自身の
生産物を原
材料に、他
の農林漁業
者又は商工
業者等と連
携し行う事
業

②販路拡大事業
上記①で研究・開
発した新商品等、
又は自身が生産し
た商品等の販路拡
大に取り組む事業

③施設整備事業
上記①の事業を実
施した者が行う施
設整備、改修等の
事業

商工業者が、
対馬産の農
林水産物を
活用し、農
林漁業者と
連携し行う
事業

地域経済循環
創造事業

名　　　称 事業の内容 交付対象者 補助金の額

新規ビジネス
応援事業

6次産業化
推進事業

農商工連携
支援事業

対馬どぶろく特区
活用支援事業

①新商品開発事業
新商品・新サービ
ス等の研究・開発
に取り組む事業

2016. 3 8



○募集期間　平成28年4月1日（金）～8月31日（水）
　　　　　　【第１回締め切り】平成28年4月28日（木）
　　　　　　【第２回締め切り】平成28年6月30日（木）
　　　　　　【最終締め切り】　平成28年8月31日（水）
　　　　　　※補助金交付決定額が予算額に達した場合、募集期間内であっても受付を終了いたします。
　　　　　　※地域経済循環創造事業については、上記期間ではなく国の募集期間となります。
○応募方法　対馬市創業等支援事業補助金交付要綱で定める補助金交付申請書に添付書類を添えて、下

記の問い合わせ先に持参して応募してください。
○交付決定　締め切り日までに受け付けた申請については、審査会で審査のうえ、締め切り日から1ヵ

月を目処に、補助金交付の適否を申請者に通知します。
　　　　　　※地域経済循環創造事業は国の審査で決定しますので、取り扱いが異なります。
○そ の 他　○事業開始は、補助金交付決定通知後となります（締め切り日から約1ヵ月後）。

○審査会では、申請者自身により事業内容の説明を行っていただきます。
○創業や補助金等に関する相談は、常時受け付けておりますので、いつでもご相談ください。
○この募集は、予算成立前に行っており、予算の成立状況によっては補助金の交付ができ
　かねる場合があります。

問い合わせ しまづくり戦略本部　新政策推進課　☎0920（53）6111
　

財産管理運用課からのお知らせ

市有物件公売のお知らせ

問い合わせ 総務部　財産管理運用課　☎0920（53）6111
　

　対馬市では、一般競争入札により、次の市有地を売却します。

○物　　件

○受　　付　平成28年4月11日（月）～4月19日（火）9：00～17：00　（土・日を除く）　
○提出書類　入札参加申込書及び添付書類
○入 札 日　平成28年4月20日（水）
※対馬市ホームページでも閲覧できます。
　詳しくは総務部　財産管理運用課にお問い合わせください。

　　　所　在　地

厳原町日吉333-2

厳原町東里36-9

美津島町雞知甲1227-1

美津島町雞知甲1240-2

美津島町雞知甲1240-5

美津島町雞知甲1156-2

美津島町雞知甲1027-1

美津島町雞知甲738-17

地　積

381.00㎡

711.65㎡

254.63㎡

318.70㎡

217.16㎡

387.69㎡

552.00㎡

   最低落札価格

10,058,000円

13,379,000円

6,111,000円

7,648,000円

4,625,000円

7,404,000円

8,887,000円

　　　  備　　　　考

長寿院付近

日吉台公園付近

対馬市消防署美津島出張所跡地

JA対馬美津島支店跡地

中の町バス停付近

雞知保育所付近

特養浅茅の丘付近

現況地目

宅　地

宅　地

宅　地

宅　地

宅　地

宅　地

宅　地
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市民協働・自然共生課からのお知らせ

ネコの健康生活サポートキャンペーン価格のお知らせ

問い合わせ 総合政策部　市民協働・自然共生課（対馬地区ネコ適正飼養推進連絡協議会事務局）
☎0920（53）6111
　

　対馬市ネコ適正飼養条例に基づき、対馬市内でネコを飼養する場合は、動物病院におけるマイクロ
チップの埋込みや飼いネコの登録申請等が必要です。
　平成28年度は、対馬市内の動物病院では企業・行政からの助成を受けて割引価格となっております
のでお知らせいたします。なお、無料キャンペーンは平成24年度で終了しており、今後は全額飼い主
負担へと移行していく予定です。

○簡易トラップの作成方法

③カルピス180mlと水120mlを入れ、設置の直前にドライイースト1袋を入れます。

○簡易トラップの設置方法
　開けていて直射日光の
　当たらない場所に
　紐などでつるします。
　高さは1.5ｍ～２mほどです。

「ツマアカ女王蜂駆除大作戦」で使用する
　　　　簡易トラップの作成・設置方法について

①容量2Lのペットボトルの両側面に、
　長さ12㎜の「Ｈ字」に切り込みを入れます。

②切り込みの上の部分を外側、下の部分を
　内側に折り曲げます。

12mm

12mm

問い合わせ 総合政策部　市民協働・自然共生課　
☎0920（53）6111
　

皆様の力を
あわせて

駆除しましょう
（トラップ設置例）
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ワクチン（5種）

（参考価格　5,000円）

（参考価格　20,000円）

1,620円

10,800円

マイクロチップ

（参考価格　4,000円）

1,980円

避妊 糞便＆ウイルス検査

（参考価格　10,000円）

※参考価格は、全国の動物病院で各種検査・処置を行う場合の一般的な価格です。

（参考価格　5,000円）  5 ,400円 0円
ネコ条例登録料

1,000円去勢



「第2回　対馬の文化財ってこんなにすごいんだ！講座」を開催します

問い合わせ 総合政策部　観光交流商工課　歴史のまちづくり・世界遺産登録推進室
☎0920（53）6111
　

　対馬の文化財には、無限大の魅力、そして謎が秘められています。様々な専門家の方を対馬にお呼び
し「対馬の文化財ってこんなにすごいんだ！」ということを学ぶ講座を連続して開催していきます。本
講座を通じて「対馬博物館（仮称）」の展示室をいろどる対馬の文化財の価値について、市民の方々と
学び、考える機会にしたいと思っています。
　第2回目の今回は「対馬の考古学」をテーマに講演と展示解説を行います。講師には、対馬出身で、
対馬の考古学について研究されている俵寛司氏（長崎国際大学准教授）をお招きし、対馬から発掘され
た考古文物（土器・石器・青銅器・やきものなど）が東アジアの中でどのような特色を持っているのか、
その魅力や意義についてご講演いただきます。なお、上対馬会場では、講演終了後、俵先生による展示
解説を予定しています。厳原会場では、基調講演にくわえ厳原城下町から出土した文化財についてお話
いただきます。
　対馬の文化財に秘められた謎について、一緒に考えてみませんか？
○第１会場
　日　　時　平成28年4月16日（土）　14：00～16：00　開場13：30
　場　　所　講　　演：上対馬総合センター　大集会室
　　　　　　展示解説：上対馬町歴史民俗資料室
○第２会場
　日　　時　平成28年4月17日（日）　14：00～16：00　開場13：30
　場　　所　講　　演：対馬市交流センター3階　大会議室
○主　　催　対馬市（歴史のまちづくり・世界遺産登録推進室）
○入 場 料　無料
○申 込 み　不要。当日直接会場にお越しください。 塔の首遺跡から出土した文化財

観光交流商工課からのお知らせ

公園等における移動販売の事業者を募集します

問い合わせ 総合政策部　観光交流商工課　☎0920（53）6111　

　平成28年4月1日以降の対馬市公園等設置条例に基づく移動販売の事業者を募集します。申請に係る
手続き等は、次のとおりです。
○申請条件　食品衛生法第52条の規定による長崎県対馬保健所長の許可を受けた自動車営業
○許可する公園等　漁火公園（駐車場）1台
　　　　　　　　　神話の里自然公園（駐車場）2台
　　　　　　　　　神話の里自然公園（烏帽子岳駐車場）2台
　　　　　　　　　鰐浦園地（韓国展望所駐車場）1台（軽自動車のみ）
　　　　　　　　　三宇田海水浴場　4台
　　　　　　　　　（※1 許可をする営業場所は別途指定します　※2 記載の台数は、許可可能台数）
○使 用 料　240円（1ヵ月：占有面積1平方メートルあたり）
　　　　　　（※許可面積は、営業に用いる車両の2倍以上とします）　　
○許可期間　平成28年4月1日～平成28年6月30日まで
○申請書受付期間　平成28年3月24日（木）17：00まで（申請者が多数の場合は抽選により決定します）
○申請に必要な書類　①公園等施設内行為許可申請書　
　　　　　　　　　　②移動販売内容申告書
　　　　　　　　　　③自動車検査証（写）　
　　　　　　　　　　④長崎県対馬保健所長の自動車営業の許可証（写）
　　　　　　　　　　⑤車両の写真（前後、左右）
                 　　　 （①②は対馬市HP又は以下の受付先で配布します）
○受 付 先　総務部　財産管理運用課　　☎0920（53）6111
　　　　　　中対馬振興部　地域振興課　☎0920（58）1111
　　　　　　上対馬振興部　地域振興課　☎0920（86）3111　
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4ヶ月 14：00～14：15
8ヶ月・12ヶ月 13：00～13：30

13：00～13：30

13：15～13：30

3～4ヶ月 13：00～13：15
7～8ヶ月 13：30～13：45
11～12ヶ月 14：00～14：15

13：00～13：30

13：00～13：30

13：00～13：30

13：00～13：30

13：15～13：30

13：00～13：30

13：15～13：30

13：00～13：30

13：00～13：15

13：15～13：30

受付時間

受付時間

4月

13 13

11 1

17

6

15

1 3

19

9 7

21

4 7

9

6 3

17

3

168 11 10

25 27 21 30 25 22

担　当

担　当

担　当

担　当

厳 原 町

厳 原 町

美津島町

美津島町

対馬市交流センター3階

豊玉町保健センター

上対馬町地域福祉センター

対馬市総合福祉保健センター

対馬市交流センター3階

豊玉町保健センター

上県町地域福祉センター

対馬市総合福祉保健センター

豊玉・峰町

豊玉・峰町

上県・上対馬町

上対馬町地域福祉センター

上県・上対馬町

南福祉保健
センター

南福祉保健
センター

健康増進課

健康増進課

北福祉保健
センター

北福祉保健
センター

南福祉保健
センター

健康増進課

北福祉保健
センター

南福祉保健
センター

健康増進課

北福祉保健
センター

実施場所

実施場所

5月 6月 7月 8月 9月 1月 2月 3月10月 11月 12月

4月

20
27

18 14

15 17
26

8 5

19

2
25

9

21 15
24

8

5月 6月 7月 8月 9月 1月 2月 3月10月 11月 12月

13：15～13：30

受付時間

受付時間

対馬市交流センター3階

豊玉町保健センター

対馬市総合福祉保健センター

実施場所

実施場所

4月

27 6

8
22

26

5
28

11
27

2

9 8

25
22

20 28
24
10

16
30

25 15
16 24

14 10
13 13 14 18

5月 6月 7月 8月 9月 1月 2月 3月10月 11月 12月

4月 5月 6月 7月 8月 9月 1月 2月 3月10月 11月 12月

対馬市交流センター3階

豊玉町保健センター

対馬市総合福祉保健センター

【乳児健診】

【1歳6ヶ月児健診】

【2歳児歯科健診】

【3歳児健診】

上対馬町地域福祉センター 13：00～13：15

対象地区

対象地区

厳 原 町

美津島町

豊玉・峰町

上県・上対馬町

対象地区

厳 原 町

美津島町

豊玉・峰町

上県・上対馬町

対象地区

平成28年度  乳幼児健診の日程をお知らせします

健康増進課からのお知らせ
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平成28年度  予防接種の日程をお知らせします

対　馬　病　院

上 対 馬 病 院

豊 玉 診 療 所

（54）7111

（58）8080

（86）4331

電話番号実 施 場 所

毎週火曜日

毎週火曜日

毎週水曜日　※要予約

実 　 施 　 日

【BCG】

雞　　知

比 田 勝

仁　　位

13：30～15：30

14：00～16：00

13：30～14：00

受付時間

対　馬　病　院

上 対 馬 病 院

豊 玉 診 療 所

（54）7111

（58）8080

（86）4331

電話番号実 施 場 所

毎週火曜日

毎週火曜日　※要予約

毎週水曜日　※要予約

実 　 施 　 日

【ヒブ・肺炎球菌】

雞　　知

比 田 勝

仁　　位

13：30～15：30

14：00～16：00

13：30～14：00

受付時間

対　馬　病　院

豊 玉 診 療 所

（54）7111

（58）8080

電話番号実 施 場 所

毎週火曜日

毎週水曜日　※要予約

実 　 施 　 日

【4種混合】

雞　　知

仁　　位

13：30～15：30

14：00～16：00

佐 須 奈 診 療 所 （84）2007毎週水曜日・金曜日　※要予約　佐 須 奈 15：00～17：00

上 対 馬 病 院 （86）4331毎週火曜日比 田 勝 13：30～14：00

受付時間

対　馬　病　院

豊 玉 診 療 所

（54）7111

（58）8080

電話番号実 施 場 所

毎週火曜日

毎週水曜日　※要予約

実 　 施 　 日

【水痘・日本脳炎】

雞　　知

仁　　位

13：30～15：30

14：00～16：00

仁 田 診 療 所 （85）0089月曜日～金曜日　※要予約仁 　 田 随　　時　 

上 対 馬 病 院 （86）4331毎週火曜日　※要予約（水痘）比 田 勝 13：30～14：00

受付時間

対　馬　病　院

豊 玉 診 療 所

（54）7111

（58）8080

電話番号実 施 場 所

毎週火曜日

毎週水曜日　※要予約

実 　 施 　 日

【麻疹・風疹】

雞　　知

仁　　位

13：30～15：30

14：00～16：00

比 田 勝上 対 馬 病 院 （86）4331毎週火曜日 13：30～14：00

受付時間

問い合わせ 保健部　健康増進課　☎0920（58）1116
南福祉保健センター　☎0920（52）4888　北福祉保健センター　☎0920（84）2313

佐 須 奈 診 療 所 （84）2007毎週水曜日・金曜日　※要予約佐 須 奈 15：00～17：00

広報つしま13



健康増進課からのお知らせ

問い合わせ 保健部　健康増進課　☎0920（58）1116　

農林・しいたけ課からのお知らせ

『緑の募金』にご協力ください

問い合わせ 農林水産部　農林・しいたけ課　☎0920（53）6111
　

　3月1日から5月31日は『緑の募金活動期間』です。

　募金で寄せられた寄付金は、地区への苗木や花苗の配布等に使われています。

※昨年お寄せいただいた募金は、次のように使われました。

１．グラウンドでの桜の植栽活動（竹敷地区）

２．公共用地でのツツジの植栽活動（北の玄関口協議会）

　地区や学校で緑化事業を行いたい場合は、下記までご相談ください。

　誰もがいつでも始められるのがウォーキング。でもなかなか長続きできないのが現実…。そんな方々

におすすめ！

　平成28年度に行われるウォーキング大会に参加し、また特定健診を受けてスタンプを集めましょう

（1大会参加でスタンプ1個、特定健診受診でスタンプ2個）。

　スタンプを3個以上集めて応募するとプレゼントを用意しています!

＜応募方法等＞

　◆下記大会で発行される応募ハガキで応募してください。

　◆応募資格は満20歳以上の方に限らせていただきます。

　◆期間：平成29年3月17日まで（当日消印有効）

◆日　　時：平成28年4月17日（日）9:00受付

◆集合場所：上対馬総合センター

◆コ ー ス：8キロ・5キロ

◆参加資格：どなたでも参加できます（小学3年生以下は保護者同伴）。

◆参 加 費：一人200円（当日徴収、小学生未満は無料）

◆申込方法：4月11日（月）17:00までに電話及びFAXで住所・氏名・

　　　　　　年齢・電話番号・希望コースをお知らせください。

◆そ の 他：全員に参加賞、ゴール後には豚汁もあります。

　　　　　　クイズラリーで賞品プレゼントも！

◆問い合わせ・申込先

　　　　　　保健部北福祉保健センター内

　　　　　　かみつしま渚きらきらウォーク実行委員会事務局

　　　　　　☎0920（84）2313　FAX0920（84）2310

スタンプがもらえる大会

《平成28年》

○4月17日（日）：上対馬町

　かみつしま渚きらきらウォーク

○5月29日（日）：厳原町（予定）

　城下町ウォーキング

○6月19日（日）：上県町（予定）

　あじさい祭ウォーキング

○11月13日（日）：峰町（予定）

　峰町もみじウォーキング

《平成29年》

○3月12日（日）：厳原町（予定）

　豆酘の里ロードレース大会

　ウォーキングの部

健康つしま21　
歩いてつくる元気の　　キャンペーンわわ

かみつしま渚きらきらウォーク

※5大会を制覇すると、特別賞が!!
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財政課からのお知らせ

「宝くじ」がお役に立っています

問い合わせ 総務部　財政課　☎0920（53）6111
　

　（公財）長崎県市町村振興協会から交付された宝くじ交付金を活用し、次の事
業を実施しました。
　毎年、長崎県内で販売されたサマージャンボ宝くじとオータムジャンボ宝く
じの売り上げ金の一部は、県内の市町に配分されています。

福祉課からのお知らせ

こどもの医療費助成がスタートします

問い合わせ 福祉事務所　福祉課　☎0920（58）2294　

　対馬市では福祉医療費助成について、支給対象の拡大を下記のとおり実施します。

　○支給対象者　小学生から中学生まで
　○支給対象月　平成28年4月診療分から
※現在、支給については準備中です。医療機関・薬局へ受診の際にお支払いした領収書は、払い戻しの

対象となりますので大切に保管してください。

　詳しくは、下記まで問い合わせください。

長崎県戦没者慰霊奉賛会奉賛金へのご協力、ありがとうございました

問い合わせ 福祉部　福祉課　長崎県戦没者慰霊奉賛会対馬市支部事務局　☎0920（58）2294　

　平成27年度も多くの市民の皆様から温かい善意の奉賛金を頂戴いたしました。おかげをもちまして、

対馬市内で509,747円の奉賛金が集まりました。

　皆様からお寄せいただいた奉賛金は、戦没者追悼式・関係施設の整備及び維持管理等に活用させてい

ただきます。

　今後ともご支援・ご協力をよろしくお願いします。

国境マラソンIN対馬 朝鮮通信使行列

○サマージャンボ宝くじ基金市町交付金

　①国境マラソンIN対馬開催事業

　②対馬海道音楽祭開催事業

○オータムジャンボ宝くじ市町交付金

　①公用車購入事業

　②朝鮮通信使行列事業

宝くじの購入は
県内で!!
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市民課からのお知らせ

■個人番号（マイナンバー）カードの交付について
・マイナンバーカードは東京で作成された後、住所地の市民課及び各行政サービスセンター・振興部
に届いております。その後、交付処理を行ってから受け取りのご案内を順次発送しております。
・カードの作成については、申請後、約2ヵ月～3ヵ月程度かかっておりますので、申請しているが、
まだ案内が届いていないという方については、もうしばらくお待ちくださいますようお願いいたし
ます。
・マイナンバーカードの申請は任意となっており、必ず行う必要はありません。

■マイナンバーカードの受け取り方法について
・案内が届いた後、必要なものを持参いただき、交付いたします。必要なものは下記のとおりです。
　案内文書に詳しく記載しておりますのでご確認ください。
（受取に必要なもの）
①ハガキ（案内文書に同封されています）
②通知カード（11月に郵送されてきたもの）
③住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）
④本人確認書類（免許証など）
⑤印鑑
※交付時には暗証番号も設定していただきます。
※カードの交付は、原則、ご本人に来庁いただく必要があります。
ご本人が病気、身体の障害で来庁できない場合に限り、代理での受け取りが可能となりますが、
仕事・学業等で多忙のため来庁できないといった理由は認められませんのでご注意ください。
※15才未満のお子様の場合は、保護者の方の同行が必要です。
※②、③について紛失されている場合は、窓口にて紛失届を提出していただきます。

■対馬市に転入された方へ
・転入前の住所地で、マイナンバーカードを申請され、受け取る前に転入されている場合には、再
度、対馬市の住所で申請する必要があります（カードが必要な場合）。
再申請される場合には、お手数ですが各町の窓口にて新しい交付申請書をお受け取りください。

■島外へ転出される方へ
・既に、対馬市でマイナンバーカードを申請されている方で、転出届を行うまでにカードの受け取り
ができない場合は、転出先の新住所で新たに申請を行う必要があります。
ご迷惑をおかけいたしますがご了承願います。

■対馬市内で転居された方、氏名の変更があった方へ
・転居、氏名の変更前にマイナンバーカードの交付申請をされている場合、申請書の住所・氏名と転
居後の住所・氏名が異なるためカード申請の受付が東京で受理されていない可能性があります。
　該当する方については、ご案内いたしますので、お手数ですが再度申請をお願いいたします。
（転居後に、旧住所・氏名が記載された申請書で申請されている場合も同様です）

■既にマイナンバーカードをお持ちの方へ
・既にマイナンバーカードをお持ちの方は、転入・転出・転居・婚姻などの届け出の際に、必ずカー
ドを提示してください。
　カードの手続きを行い、新住所・新氏名に変更する必要があります。
　（転入時は90日以内に届出を行わないとカードの継続利用ができなくなります）
・マイナンバーカードを紛失された場合には、お近くの市役所窓口にお越しいただくか、下記の「マ
イナンバー総合フリーダイヤル」にご連絡ください。

・マイナンバーカード紛失時の再発行には手数料800円が必要となります。
・署名用電子証明書については、住所・氏名の変更等があった場合には、自動で失効されますので、
ご希望の場合は、再度交付申請を行ってください（電子証明については、カード紛失にともなう場
合を除いて、平成29年3月末まで再発行は無料となっております。カード紛失時には再発行手数料
200円が必要となりますのでご注意ください）。

■「通知カード」をまだお受け取りになっていない方へ
・11月に郵送しました「通知カード」（マイナンバーが記載されたもの）をお受け取りになっていな
い方につきましては、住所地の市民課、各行政サービスセンター・振興部でお預かりしておりま
す。
　本人確認書類（免許証など）と印鑑を持参の上、お受け取りください。

マイナンバーのお知らせです（第6回）

マイナンバーカードの申請をされた方については、
順次、受け取りのご案内を発送しております。
お待たせして申し訳ございませんが案内が届くまでお待ちください。

※個人番号カードイメージ

表面 裏面
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教育委員会からのお知らせ

問い合わせ 市民生活部　市民課　☎0920（53）6111

■個人番号（マイナンバー）カードの交付について
・マイナンバーカードは東京で作成された後、住所地の市民課及び各行政サービスセンター・振興部
に届いております。その後、交付処理を行ってから受け取りのご案内を順次発送しております。
・カードの作成については、申請後、約2ヵ月～3ヵ月程度かかっておりますので、申請しているが、
まだ案内が届いていないという方については、もうしばらくお待ちくださいますようお願いいたし
ます。
・マイナンバーカードの申請は任意となっており、必ず行う必要はありません。

■マイナンバーカードの受け取り方法について
・案内が届いた後、必要なものを持参いただき、交付いたします。必要なものは下記のとおりです。
　案内文書に詳しく記載しておりますのでご確認ください。
（受取に必要なもの）
①ハガキ（案内文書に同封されています）
②通知カード（11月に郵送されてきたもの）
③住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）
④本人確認書類（免許証など）
⑤印鑑
※交付時には暗証番号も設定していただきます。
※カードの交付は、原則、ご本人に来庁いただく必要があります。
ご本人が病気、身体の障害で来庁できない場合に限り、代理での受け取りが可能となりますが、
仕事・学業等で多忙のため来庁できないといった理由は認められませんのでご注意ください。
※15才未満のお子様の場合は、保護者の方の同行が必要です。
※②、③について紛失されている場合は、窓口にて紛失届を提出していただきます。

■対馬市に転入された方へ
・転入前の住所地で、マイナンバーカードを申請され、受け取る前に転入されている場合には、再
度、対馬市の住所で申請する必要があります（カードが必要な場合）。
再申請される場合には、お手数ですが各町の窓口にて新しい交付申請書をお受け取りください。

■島外へ転出される方へ
・既に、対馬市でマイナンバーカードを申請されている方で、転出届を行うまでにカードの受け取り
ができない場合は、転出先の新住所で新たに申請を行う必要があります。
ご迷惑をおかけいたしますがご了承願います。

■対馬市内で転居された方、氏名の変更があった方へ
・転居、氏名の変更前にマイナンバーカードの交付申請をされている場合、申請書の住所・氏名と転
居後の住所・氏名が異なるためカード申請の受付が東京で受理されていない可能性があります。
　該当する方については、ご案内いたしますので、お手数ですが再度申請をお願いいたします。
（転居後に、旧住所・氏名が記載された申請書で申請されている場合も同様です）

■既にマイナンバーカードをお持ちの方へ
・既にマイナンバーカードをお持ちの方は、転入・転出・転居・婚姻などの届け出の際に、必ずカー
ドを提示してください。
　カードの手続きを行い、新住所・新氏名に変更する必要があります。
　（転入時は90日以内に届出を行わないとカードの継続利用ができなくなります）
・マイナンバーカードを紛失された場合には、お近くの市役所窓口にお越しいただくか、下記の「マ
イナンバー総合フリーダイヤル」にご連絡ください。

・マイナンバーカード紛失時の再発行には手数料800円が必要となります。
・署名用電子証明書については、住所・氏名の変更等があった場合には、自動で失効されますので、
ご希望の場合は、再度交付申請を行ってください（電子証明については、カード紛失にともなう場
合を除いて、平成29年3月末まで再発行は無料となっております。カード紛失時には再発行手数料
200円が必要となりますのでご注意ください）。

■「通知カード」をまだお受け取りになっていない方へ
・11月に郵送しました「通知カード」（マイナンバーが記載されたもの）をお受け取りになっていな
い方につきましては、住所地の市民課、各行政サービスセンター・振興部でお預かりしておりま
す。
　本人確認書類（免許証など）と印鑑を持参の上、お受け取りください。

マイナンバーに関するお問い合わせはこちらまで

「マイナンバー総合フリーダイヤル」☎0120（95）0178（無料）

スポーツ安全保険に加入していますか？
　この保険は、スポーツ・文化・ボランティア・地域活動などを行う4名以上のアマチュアの団体やグ

ループを対象にしています。万一の事故にそなえてぜひご加入ください。

受付期間　平成28年3月1日（火）～平成29年3月30日（木）
保険期間　平成28年4月1日（金）～平成29年3月31日（金）

身体・財物賠償
合算1事故5億円
ただし、身体賠償は
1人1億円

文化・ボランティア・地域活動
団体員の送迎、応援、準備、片付け
※スポーツ活動中の事故は対象となりません。

スポーツ活動
文化・ボランティア・地域活動

上記団体活動に加え、
個人活動も対象

上段：団体活動中及びその往復中の補償額
下段：上記以外（個人活動など）の補償額

スポーツ活動
スポーツ活動の指導・審判

スポーツ活動
※C区分でも加入可
※スポーツ活動を行わない場合はA2区分

危険度の高いスポーツ活動

（アメリカンフットボール、山岳登はんなど）

身体・財物賠償
合算1事故5億500万円
ただし、身体賠償は
1人1億500万円

身体・財物賠償
合算1事故500万円

身体・財物賠償
合算1事故5億円
ただし、身体賠償は
1人1億円

突然死
急性心不全、
脳内出血など

葬祭費用
180万円

対象とな
りません

子ども

高校生
以上

全年齢

65歳以上

中学生以下

（特別支援学校

高等部の生徒

を含む）

大　
　

人

加入対象者 補償される団体活動等
加入
区分 死　亡

後遺障害
（最高）

入　院
（日額）

通　院
（日額）

傷害保険金額 賠償責任保険
支払限度額
(免責金額なし)

突　然　死
葬 祭 費 用
保　　　険
支払限度額

年間掛金
（一人当たり）

A1

AW

A2

C

B

D

突然死
急性心不全、
脳内出血など

葬祭費用
180万円

800円 2,000万円 3,000万円 4,000円 1,500円

1,450円

2,100万円 3,150万円 5,000円 2,000円

100万円 150万円 1,000円 500円

800円 2,000万円 3,000万円 4,000円 1,500円

1,850円 2,000万円 3,000万円 4,000円 1,500円

1,200円 600万円 900万円 1,800円 1,000円

11,000円 500万円 750万円 1,800円 1,000円

熱中症及び細菌性・ウィルス性食中毒の場合、
保険金額はA1区分と同様

熱中症及び細菌性・ウィルス性食中毒は
対象となりません

65歳以上でも
加入できます。

問い合わせ

教育委員会　生涯学習課　　　☎0920（88）2004　厳原地区生涯学習センター　　☎0920（52）0363
美津島地区生涯学習センター　☎0920（54）4044　豊玉地区生涯学習センター　　☎0920（58）0062
上県地区生涯学習センター　　☎0920（84）2576　上対馬地区生涯学習センター　☎0920（86）3052
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教育委員会からのお知らせ

保護者の皆さまへ　就学援助制度のお知らせ

問い合わせ 教育委員会　学校教育課　☎0920（88）2001
　

問い合わせ 教育委員会　生涯学習課　☎0920（88）2004
　

「第12回対馬市民美術展」へご来場ありがとうございました

　第12回対馬市民美術展が終了いたしました。
　今回の美術展におきましては、皆様からのご協力により94点の作品を展示することが出来ました。

○一般の部…94点   　○子どもの作品　中学生の絵画…13点　習字 …18点　　
○「地域で子育てを楽しむ会　絵画教室」… 26点   
※市民皆様からの力作の展示により、898名もの皆様にご鑑賞いただき、無事終了することが出来まし
　た。来年はもっと多くの皆様の作品をお待ちしております。

洋　　画 書　道 日本画 彫塑工芸 写　真 デザイン
24 9 2 21 36 2

○就学援助とは 
　対馬市の小・中学校に在学するお子様をお持ちの保護者に対し、経済的理由で就学することが困難
と認められる場合、給食費や学用品費等などを援助しています。援助を希望される方は、通学してい
る学校へご相談ください。
○就学援助の内容
①学用品費等
②新入学児童生徒学用品費等（新1年生で年度当初の認定者のみ）
③学校給食費
④修学旅行費（へき地等級2級地の学校に在籍する対象学年の児童生徒のみ）
⑤医療費（特定の疾病にかかり学校が治療を指示し、医療券を使用して治療した場合）
（注意事項）
※「要保護」に認定された児童生徒は、修学旅行費（へき地等級2級地）と医療費のみが援助対象です。
※へき地等級2級地以外の学校に在籍する児童生徒の修学旅行費は、高度へき地修学旅行費補助金で
　別途助成しています。
※援助額は、学校給食費と医療費は実費、それ以外は限度額を設定しています。
○援助を受けることができる方 
　次のいずれかに該当し、経済的な理由によって子どもを就学させることが困難なため、援助が必要
であると教育委員会が認めた方　　　　　　　　　　　
【要保護】
生活保護（教育扶助）を受給中の世帯
【準要保護】
①生活保護の停止または廃止（停止・廃止の時期が前年度または当該年度の場合）
②市民税の非課税（障害者・未成年者・寡婦または寡夫）※世帯全員が非課税の場合のみ
③国民年金の掛金の減免
④児童扶養手当の受給（手当が「全部支給停止中」の場合は対象外）
⑤世帯の所得が別に定める基準額以下の場合
⑥その他、教育委員会が必要と認めた場合
○援助の申込・認定について 
①就学援助の申込みは、学校で随時受け付けています。「就学援助申請書」を受け取り、必要事項を
　記入・押印のうえ、指定された期日までに学校へ提出してください。
②就学援助の認定は、学校長等の意見をもとに認定理由に該当しているか等を審査し、援助の可否を
　決定します。審査の結果は、後日、学校を通じてお知らせします。
③認定日（援助の開始日）は、準要保護の新規認定の場合、原則として申請した月の初日からとなり
　ます。
　ご不明な点は、下記または学校にお尋ねください。
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ほ
う
き
ょ
う　
い
ん　

と
う



　
「
頑
張
っ
て
ね
。」母
が
私
に
し
つ
こ

い
ほ
ど
い
う
言
葉
で
あ
る
。

　

私
は
今
、
卵
黄
嚢（
の
う
）腫
瘍
と

い
う
病
気
で
入
院
し
て
い
る
。
中
学
三

年
に
な
っ
た
ば
か
り
の
春
、
お
腹
が
少

し
出
て
い
る
の
に
気
づ
い
た
。
太
っ
た

ん
だ
ろ
う
と
思
っ
て
そ
こ
ま
で
気
に
し

な
か
っ
た
。
私
は
足
と
腰
を
痛
め
て
い

て
、
整
体
に
通
っ
て
い
た
。
お
腹
が
出

て
い
る
こ
と
を
話
す
と
、「
病
院
に
行
っ

て
診
て
も
ら
っ
た
方
が
い
い
。」と
言
わ

れ
て
、
今
度
病
院
に
行
く
こ
と
に
し
た
。

病
院
に
行
く
予
定
だ
っ
た
日
の
前
日
、

部
活
で
走
っ
た
後
、
急
に
苦
し
く
な
っ

た
。
地
元
の
病
院
で
診
て
も
ら
う
と
、

医
師
か
ら
、「
お
腹
の
中
に
何
か
あ
る
、

大
き
い
病
院
に
行
き
な
さ
い
。」と
言
わ

れ
、
次
の
日
行
っ
て
み
る
と
、
医
者
は

私
に
病
気
の
こ
と
を
詳
し
く
話
し
て
く

れ
な
か
っ
た
。
で
も
、
母
の
反
応
を
見

て
、
癌
な
ん
だ
と
す
ぐ
に
分
か
っ
た
。

私
は
車
の
中
で
は
泣
く
の
を
我
慢
し
た
。

で
も
、
家
に
帰
っ
た
ら
涙
が
止
ま
ら
な

か
っ
た
。
中
学
校
最
後
の
テ
ニ
ス
の
大

会
に
出
た
か
っ
た
。
中
学
校
最
後
の
年

を
も
っ
と
楽
し
み
た
か
っ
た
。…

で
も
、

し
ょ
う
が
な
い
。
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
い
こ

う
、
頑
張
ろ
う
と
決
意
し
た
。

　

す
ぐ
に
福
岡
の
病
院
に
行
っ
た
。
エ

コ
ー
や
エ
ム
ア
ー
ル
ア
イ
な
ど
様
々
な

検
査
を
し
て
、
す
ぐ
に
婦
人
科
に
入
院

し
、
手
術
し
た
。
お
よ
そ
二
十
セ
ン
チ
、

五
キ
ロ
の
腫
瘍
を
摘
出
し
た
。
手
術
の

結
果
、
悪
性
腫
瘍
だ
っ
た
。
そ
の
上
播

種
（
は
し
ゅ
）
が
広
が
っ
て
い
た
。
手

術
後
、
お
腹
の
傷
の
痛
み
も
大
分
減
っ

て
き
て
、
婦
人
科
か
ら
小
児
科
へ
移
っ

た
。
そ
し
て
抗
が
ん
剤
治
療
が
始
ま
っ

た
。
吐
き
気
止
め
の
お
か
げ
で
吐
き
気

は
な
か
っ
た
が
、
歩
く
と
き
に
フ
ラ
フ

ラ
し
た
り
眠
気
に
お
そ
わ
れ
た
り
し
た
。

ま
る
で
、
よ
っ
ぱ
ら
っ
た
よ
う
な
感
じ

だ
っ
た
。
す
ぐ
に
髪
の
毛
も
抜
け
た
。

色
々
な
変
化
が
あ
っ
た
け
ど
私
は
毎
日

元
気
に
過
ご
せ
て
る
。
そ
の
理
由
は
二

つ
あ
る
。

　

一
つ
は
、
色
々
な
人
か
ら
の
励
ま
し

が
あ
る
か
ら
。
千
羽
鶴
を
た
く
さ
ん

折
っ
て
く
れ
た
ク
ラ
ス
の
皆
、
手
紙
を

書
い
て
く
れ
た
対
馬
の
友
達
、
学
校
の

先
生
方
と
の
会
話
、
絵
を
描
い
て
く
れ

る
看
護
師
、
明
る
く
声
を
か
け
て
く
れ

る
人
、
毎
日
笑
わ
せ
て
く
れ
る
天
然
な

祖
母
、
い
つ
も
来
て
く
れ
る
叔
母
と
可

愛
い
従
弟
、
そ
し
て
仕
事
で
忙
し
い
の

に
週
末
来
て
く
れ
る
両
親
。
た
く
さ
ん

の
人
が
私
の
支
え
に
な
っ
た
。

　

二
つ
目
は
院
内
学
級
が
あ
る
か
ら
。

私
が
い
る
病
院
に
は
勉
強
を
教
え
て
く

れ
る
院
内
学
級
が
あ
る
。
い
つ
も
そ
こ

で
、
午
前
中
勉
強
し
て
、
最
後
に
息
抜

き
の
ト
ラ
ン
プ
を
す
る
。
中
学
生
は
十

数
人
い
て
、
と
て
も
に
ぎ
や
か
。
院
内

学
級
の
先
生
は
明
る
く
て
、
い
つ
も
楽

し
く
話
を
し
て
く
れ
る
。
私
は
調
子
が

悪
い
時
で
も
院
内
学
級
に
い
れ
ば
元
気

に
な
れ
た
。
も
し
院
内
学
級
が
な
け
れ

ば
、
私
は
毎
日
ダ
ラ
ダ
ラ
し
て
、
勉
強

の
遅
れ
に
不
安
を
感
じ
て
い
た
と
思
う
。

だ
か
ら
勉
強
で
き
る
環
境
が
あ
っ
て
良

か
っ
た
。

　

同
じ
部
屋
の
子
と
沢
山
喋
る
。
私
よ

り
も
も
っ
と
小
さ
な
子
も
病
気
と
闘
っ

て
い
る
。
だ
け
ど
皆
笑
顔
で
過
ご
し
て

い
る
。
も
し
私
が
入
院
し
て
い
な
か
っ

た
ら
、
平
凡
な
生
活
を
送
っ
て
い
た
ら
、

こ
ん
な
光
景
を
見
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
と
思
う
。
一
生
懸
命
病
気
と

闘
っ
て
い
る
人
が
沢
山
い
る
。
看
護
師

は
患
者
の
た
め
に
走
り
回
る
。
医
者
は

毎
朝
患
者
の
様
子
を
見
に
来
て
く
れ
る
。

毎
日
掃
除
や
ゴ
ミ
の
処
理
を
し
て
く
れ

る
人
が
い
る
。
私
は
色
々
な
人
の
良
い

所
が
見
ら
れ
た
。
病
院
に
は
良
い
人
ば

か
り
い
る
。

　

で
も
、
世
の
中
は
い
い
人
ば
か
り

じ
ゃ
な
い
。
人
を
恨
ん
だ
り
憎
ん
だ
り

し
て
人
を
殺
そ
う
と
す
る
人
が
い
る
。

い
じ
め
ら
れ
て
自
殺
す
る
子
も
い
る
。

病
気
で
も
一
生
懸
命
生
き
よ
う
と
す
る

人
が
い
る
の
に
。
自
分
の
命
は
も
ち
ろ

ん
、
人
の
命
を
無
駄
に
す
る
こ
と
は
や

め
て
ほ
し
い
。
だ
か
ら
私
は
誰
か
の
こ

と
が
嫌
に
な
っ
て
も
、
殺
し
た
い
ほ
ど

憎
ん
で
も
人
の
心
を
傷
つ
け
る
こ
と
は

絶
対
に
し
な
い
。
困
っ
て
い
る
人
が
い

た
ら
助
け
て
あ
げ
た
い
。
そ
ん
な
優
し

い
心
の
持
ち
主
に
な
り
た
い
。

　

母
は
私
が
学
校
に
戻
る
に
あ
た
っ
て

脱
毛
の
こ
と
で
か
ら
か
わ
れ
な
い
か
気

に
し
て
い
る
。
だ
け
ど
私
は
全
く
気
に

し
て
い
な
い
。
だ
っ
て
学
校
に
行
く
こ

と
が
で
き
る
か
ら
。
周
り
の
人
は
か
わ

い
そ
う
だ
と
か
思
わ
な
い
で
ほ
し
い
。

ど
ん
な
ひ
ど
い
病
気
を
患
っ
て
い
よ
う

と
人
間
だ
と
い
う
こ
と
に
変
わ
り
は
な

い
ん
だ
か
ら
。
同
じ
人
と
し
て
関
わ
っ

て
ほ
し
い
。
ど
ん
な
大
変
な
病
気
で
も

み
ん
な
生
き
よ
う
と
頑
張
っ
て
い
る
。

辛
い
け
ど
頑
張
っ
て
る
ん
だ
か
ら
。
私

は
残
り
の
中
学
校
生
活
を
精
一
杯
満
喫

す
る
。
私
は
病
気
に
打
ち
克
っ
た
と
い

う
自
信
で
生
き
て
い
く
。

　
「
私
、
頑
張
っ
た
よ
。」

全
国
中
学
生
人
権
作
文
コ
ン
テ
ス
ト
の
入
賞

　

法
務
省
人
権
擁
護
局
・
全
国
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
が
主
催
し
、
約
97
万
人
が
応
募

し
た
第
35
回
全
国
中
学
生
人
権
作
文
コ
ン
テ
ス
ト
に
対
馬
市
立
雞
知
中
学
校
３
年 

萩
原 

萌
さ
ん
の
作
品
が
入
賞
し
て
い
ま
す
。

　

同
作
品
の
受
賞
に
つ
い
て
は
、
昨
年
12
月
13
日
に
対
馬
市
公
会
堂
で
開
催
さ
れ
た「
人

権
を
考
え
る
つ
ど
い
」
で
発
表
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
広
く
市
民
の
方
々
に
知
っ
て
い
た

だ
く
た
め
、
ご
本
人
と
ご
家
族
の
承
諾
を
得
て
掲
載
す
る
も
の
で
す
。
ぜ
ひ
ご
一
読
く

だ
さ
い
。○

長
崎
県
大
会　

 
最
優
秀
賞
（
長
崎
県
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
長
賞
）

○
中
央
大
会 　
　

法
務
省
人
権
擁
護
局
長
賞　

た
く
さ
ん
の
人
に
支
え
ら
れ
て
今
思
う
こ
と

雞
知
中
学
校
３
年　

萩
原　

萌
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男
女
の
友
情
は
成
立
す
る
か
？
よ
く

議
論
に
な
る
テ
ー
マ
で
す
。
み
な
さ
ん

は
ど
う
思
い
ま
す
か
？
ぼ
く
は
正
直
わ

か
り
ま
せ
ん
。
彼
女
た
ち
と
は
共
に
長

い
時
間
を
過
ご
し
、
厳
し
い
練
習
や
困

難
な
状
況
を
乗
り
越
え
て
き
ま
し
た
。

で
も
そ
れ
が
友
情
か
と
い
う
と
、
ち
ょ

っ
と
違
う
気
が
し
ま
す
。「
喜
び
を
二

倍
に
し
、
悲
し
み
を
半
分
に
す
る
」
な

ん
て
感
じ
で
は
な
く
、
も
っ
と
ド
ラ
イ

で
も
っ
と
強
い
。
同
じ
目
標
に
向
か
っ

て
進
む
仲
間
と
し
て
の
絆
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
で
い
い
、
と
い
う
か
、
そ
れ
で
十

分
だ
と
思
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
そ
う

思
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
最
近
で
す
。

　

僕
は
吹
奏
楽
部
で
チ
ュ
ー
バ
と
い
う

楽
器
を
演
奏
し
て
い
ま
す
。
吹
奏
楽
部

に
入
る
と
き
、
た
く
さ
ん
の
友
達
か
ら

「
ホ
ン
ト
に
!?
ホ
ン
ト
に
入
る
の
??
」

と
び
っ
く
り
さ
れ
、
心
配
さ
れ
ま
し
た
。

な
ぜ
な
ら
当
時
、
僕
の
学
校
の
吹
奏
楽

部
に
は
男
子
部
員
が
い
な
か
っ
た
か
ら

で
す
。
そ
し
て
、
今
も
い
ま
せ
ん
。
ぼ

く
は
、
入
部
し
た
と
き
か
ら
ず
っ
と
、

一
人
き
り
の
男
子
部
員
で
す
。

　

「
女
子
ば
っ
か
り
の
中
に
男
一
人
な

ん
て
天
国
だ
な
!!
」
と
言
わ
れ
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
が
、
と
ん
で
も
な
い
!
特

に
最
初
の
頃
は
な
か
な
か
の
地
獄
で
し

た
。
兄
も
姉
も
吹
奏
楽
を
し
て
お
り
、

そ
の
姿
に
あ
こ
が
れ
て
い
た
ぼ
く
は
、

男
一
人
だ
ろ
う
が
迷
う
こ
と
な
く
吹
奏

楽
部
に
入
っ
た…

は
ず
で
し
た
。
し
か

し
、
特
に
練
習
以
外
の
時
間
、
休
憩
時

間
や
食
事
や
移
動
な
ど
で
、
一
人
ぽ
つ

ん
と
し
て
し
ま
う
こ
と
が
多
く
、
猛
烈

な
寂
し
さ
と
、
居
心
地
の
悪
さ
を
感
じ

ま
し
た
。
そ
の
く
せ
、
ぼ
く
に
気
を
遣

っ
て
誰
か
が
声
を
か
け
て
く
れ
て
も
、

無
愛
想
な
態
度
で
接
し
て
し
ま
い
、
自

己
嫌
悪
に
陥
る
。
そ
の
繰
り
返
し
で
し

た
。
性
別
の
壁
を
つ
く
っ
て
い
た
の
は

ぼ
く
の
方
で
、
格
好
つ
け
て
自
然
で
い

ら
れ
な
か
っ
た
ん
だ
よ
な
ぁ
と
、
今
は

思
い
ま
す
。

　

テ
ニ
ス
部
、
バ
ス
ケ
部
、
バ
レ
ー
部

な
ど
、
運
動
部
は
男
女
分
か
れ
て
競
技

を
す
る
け
れ
ど
、
吹
奏
楽
は
男
子
部
と

女
子
部
に
分
か
れ
て
い
ま
せ
ん
。
つ
ま

り
、
性
別
に
よ
る
ハ
ン
デ
は
無
い
は
ず

な
の
に
、
ど
の
学
校
の
吹
奏
楽
部
も
男

子
部
員
は
少
な
い
。
も
し
く
は
い
な
い
。

な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
に
は
、
ぼ
く

た
ち
が
持
っ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
、
先
入

観
と
も
い
え
る
も
の
が
存
在
し
て
い
る

よ
う
に
思
い
ま
す
。
男
は
外
で
活
発
に

体
を
動
か
す
も
の
。
室
内
で
楽
器
を
演

奏
す
る
の
は
女
の
す
る
こ
と
。
そ
ん
な

先
入
観
が
、
や
は
り
ど
こ
か
あ
る
よ
う

な
気
が
し
ま
す
。
そ
ん
な
こ
と
が
ぼ
く

た
ち
の
選
択
の
幅
や
チ
ャ
ン
ス
を
狭
め

て
い
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
と
て
も
つ

ま
ら
な
く
、
と
て
も
も
っ
た
い
な
い
こ

と
で
す
。「
男
女
平
等
」
と
い
う
言
葉
を

よ
く
耳
に
し
ま
す
が
、
そ
れ
は
性
別
に

関
係
な
く
得
意
な
こ
と
や
好
き
な
こ
と

を
生
か
せ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　

様
々
な
楽
器
の
音
色
を
合
わ
せ
、
一

つ
の
音
楽
を
作
り
上
げ
る
吹
奏
楽
。
全

て
の
楽
器
に
特
徴
に
合
わ
せ
た
役
割
が

あ
り
、
ど
れ
も
欠
か
す
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。
そ
れ
ぞ
れ
に
個
性
を
持
つ
ぼ
く

た
ち
の
存
在
も
同
じ
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
大
事
な
の
は
そ
の
個
性
を
ど
う

生
か
す
か
で
あ
っ
て
、
そ
の
個
性
が
何

に
由
来
し
て
い
る
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

性
別
も
ま
た
、
そ
の
人
の
個
性
の
一
つ

と
と
ら
え
、
他
の
個
性
と
同
様
に
尊
重

し
、
互
い
に
生
か
し
、
カ
バ
ー
す
る
必

要
が
あ
る
時
に
は
そ
う
す
れ
ば
よ
い
と

思
い
ま
す
。

　

先
輩
方
が
引
退
し
、
ぼ
く
は
部
長
に

な
り
ま
し
た
。「
俺
に
つ
い
て
こ
い
!
」

な
ん
て
言
い
ま
せ
ん
。
格
好
つ
け
ず
、

自
分
ら
し
く
、
時
に
は
助
け
て
も
ら
い

な
が
ら
役
割
を
果
た
し
て
い
き
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
を
生
か
し
、
聞
く
人

の
心
を
動
か
す
演
奏
が
で
き
る
吹
奏
楽

部
に
な
る
た
め
に
。

厳
原
中
学
校
２
年

　
　

髙
﨑　

樹

た

か

さ

き　
　
　

い
つ
き

彼
女
達
と
僕
と

第
15
回
対
馬
少
年
の
主
張
大
会
最
優
秀
作
品

※
髙
﨑
く
ん
は
、対
馬
市
代
表
と
し
て「
平
成
28

年
度
長
崎
県
少
年
の
主
張
大
会
」に
出
場
し

ま
す
。
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年金コーナー年金コーナー
国民年金学生納付特例制度のご案内

○日時　5月18日（水） 13：30～17：00
　場所　美津島行政サービスセンター 別館会議室
○日時　5月19日（木） 9：00～17：00
　場所　対馬市役所　別館会議室
★年金相談は予約制です。

※4月の年金相談はお休みで5月から再開します。

★予約受付期限 5月13日（金）まで（期限厳守）

《長崎北年金事務所の出張年金相談》

予約先 ☎095（861）1387

　20歳以上の方は、学生であっても国民年金に加入しなければなりません。
　しかし、学生の方は一般的に所得が少ないため、本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の
納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
　対象となる方は、学校教育法に規定する大学（大学院）・短期大学・高等学校・高等専門学校・専修
学校及び各種学校（修業年限1年以上である課程）に在学する学生等で本人の前年所得が次の計算式で
計算した金額以下であることが条件です。

　学生納付特例の承認期間は4月から翌年3月までとなりますが、承認を受けた次の年度も在学予定で
ある場合、4月始めに再申請の用紙が送られてきますので、引き続き学生納付特例制度をご希望の場合
は、必要事項を記入の上ご返送ください。

　学生でない30歳未満の方で、ご本人及び配偶者の所得が一定額以下の場合に、国民年金保険料の納
付が猶予される制度です。納付猶予の期間は年金を受けるための期間として計算されますが、老齢基礎
年金額には反映されません。
　本人、配偶者の前年所得がそれぞれ以下の計算式で計算
した金額以下であることが条件です。

☆詳しくは、年金事務所へお問い合わせください。

【問い合わせ】
　日本年金機構長崎北年金事務所　☎095（861）1354

若年者納付猶予制度のご案内

〈所得のめやす〉（扶養親族等の数＋1）×35万円＋22万円

〈所得のめやす〉 118万円＋（扶養親族等の数×38万円）

【相談事例】
　先日、自宅の電話に「履かなくなった靴を買い取っています。今、近隣を回っていますので売って
ください。破れているスニーカーでもパンプスでも一足300円ぐらいで買い取ります」と業者を名乗
る男から電話が架かってきた。履かなくなった靴を捨てるより、買い取って貰えれば良いかと思った
ものの「ではお宅にお伺いします」と強引に言ってきたが、用事があったので断った。業者は「去年
の秋頃にもこちらに来た。また来るので電話する」と言っていた。

【消費者へのアドバイス】
　今回は実際に先日、相談員の元に架かってきた電話の内容です。
　業者は、身近な不用品の買い取りから持ち掛け、最終的には貴金属や骨董品など金銭的価値の高い
商品を強引かつ安価での買い取りを目的として来訪している可能性があります。電話勧誘などには即
答で承諾せず見知らぬ業者を安易に室内に入れないでください。また来訪を承諾した時に、業者から
「貴金属がないか」「査定だけでもさせてくれ」と言われても安易に見せない、出さないように
してください。

要チェック！ 消費者トラブルに巻き込まれる前に

～消費者トラブルに関する事例やアドバイスをご紹介します～

靴や時計、鞄などの買取業者を名乗る電話勧誘にご注意を!!

対馬市役所1階
観光交流商工課内
☎0920（52）8322

　同様の電話が架かってきたという話を相談所では確認しています。業者が対馬市をターゲ
ットにしている可能性もありますので周囲の方にも注意をお願い致します。困った時は、一人
で悩まず、長崎県消費生活センターもしくは対馬市消費生活相談所に相談してください。


